
{す

録

と
す
る
。

同
手
形
の
売
却

売
却
の
日
か
ら
一
ヶ
月
以
内
の
一
定
期
日
を
貰
戻
期
日
と
す
る
買
戻
条
件
付
売
却
と
し
、

買
戻
期
日
以
前
に
お
け
る
手
形
の
裏
金
田
交
付
は
行
わ
ず
、
売
却
代
り
金
と
引
換
に
売
却
手
形

の
明
細
表
を
添
付
し
た
手
形
売
波
証
書
を
交
付
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
売
却
手
形
は
、

本
行
に
対
し
売
民
す
場
合
を
除
き
譲
渡
禁
止
と
す
る
。

同
売
却
手
形
の
長
一
拠

原
貸
付
又
は
割
引
依
頼
人
に
よ
る
期
限
前
返
金
若
し
く
は
買
戻
又
は
内
入
が
あ
っ
た
と
き

は
、
当
訟
手
形
と
同
額
の
他
の
手
形
を
以
て
差
換
え
る
も
の
と
す
る
。

同
支
払
割
引
料

差
当
り
日
歩
二
銭
三
座
五
毛
の
割
引
歩
合
を
以
て
、
売
却
の
日
よ
り
買
戻
期
日
ま
で
の

q

数
(
両
入
)
に
応
じ
て
算
出
す
る
。

同

計

算

整

理

売
却
手
形
の
元
本
は
貸
方
勘
定
科
目

「
賀
民
条
件
付
売
却
手
形
」
、
割
引
料
は
勘
定
科
目

「
損
益
金
」
(
内
訳
大
科
目
「
支
払
割
引
料
」
、
内
訳
小
科
目
「
買
戻
条
件
付
売
却
手
形
割
引
料
」
)

を
以
て
整
理
す
る
こ
と
と
し
、
原
手
形
勘
定
の
引
落
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

な
お
、
右
に
伴
い
、
売
却
手
形
は
銀
行
券
発
行
高
に
対
す
る
保
証
に
は
充
当
し
な
い
こ
と
と

し
た
り

【昭
和
二
十
九
年
十
月
十
五
日
】

十

二

月

第
四
・
四
半
期
に
お
け
る
高
率
適
用
手
続
の
調
整
率
決
定

第
四

・
四
半
期
に
お
け
る
高
率
適
用
手
続
の
制
整
率
は
引
統
き
現
行
の
通
り
七
O
%に
据
蹴

く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
た
の
は
、
第
四

・
四
半
期
の
財
政
資
金
の
揚
起
が

輸
出
の
好
訓
に
よ
る
外
為
特
別
会
計
の
撒
超
を
主
因
と
し
て
昨
年
同
期
よ
り
著
し
〈
下
廻
る
も

の
と
見
込
ま
れ
る
と
と
、
本
行
貸
出
の
期
中
地
加
は
少
傾
に
止
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
等

の
金
融
情
勢
を
考
慮
し
頃
来
の
金
融
引
締
方
針
を
継
続
す
る
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

【昭
和
三
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
】

明
年
度
に
お
け
る
農
業
手
形
制
度
の
実
施

明
年
度
の
農
業
手
形
制
度
に
つ
い
て
は
、
山
従
来
の
農
手
の
中
に
は
相
当
の
慌
閉
が
見
受
け

ら
れ
る
こ
と
、
間
本
来
農
家
が
借
入
れ
に
馴
れ
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
こ
と
、
凶
と
の
際
農

六
回

O

家
及
び
系
統
機
関
の
資
金
自
賄
態
勢
の
整
備
促
進
を
助
長
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
等
の

観
点
か
ら
、
左
の
通
り
制
度
を
一
部
改
正
す
る
と
と
も
に
そ
の
運
用
に
つ
き
系
統
機
関
に
つ
い

て
は
農
林
中
金
を
し
て
指
導
(
銀
行
に
対
し
て
は
本
行
が
直
接
指
導
す
る
)
を
行
わ
せ
る
こ
と
と

し
た
。

付

制

度
の
改
正

腹
手
対
象
資
材
中
よ
り
大
農
機
具
を
削
減
す
る
と
と
。

同
制
度
運
用
上
の
指
導

ω
融
資
限
度
は
共
諦
金
最
高
額
に
対
し
北
海
道
五

O
w
m以
内
、
そ
の
他
の
地
域
三

O
%以

内
(馬
鈴
薯
、
雑
穀
作
付
州
民
家
に
対
し
て
は
、
農
業
手
形
共
済
基
金
制
度
に
基
く
借
入
最

高
額
の

λ
O
%以
内
〉
を
目
標
と
す
る
こ
と。

例
農
手
の
始
期
は
地
方
の
実
情
に
応
じ
で
き
る
だ
け
避
ら
せ
、
終
期
に
つ
い
て
も
同
線
努

め
て
繰
上
げ
る
と
と
も
に
、
米
麦
兼
作
農
家
に
対
す
る
融
資
方
に
つ
い

γ一
は
相
当
部
分
を

麦
代
金
を
以
て
返
済
せ
し
め
る
よ
う
借
入
期
間
を
短
く
す
る
こ
と
。

付
そ
の
他
融
資
の
際
に
は
農
家
及
び
系
統
機
関
の
資
金
繰
を
十
分
検
討
し
た
上
で
行
う
こ

と。

【昭
和
二
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
】

銀
行
券
発
行
保
証
充
当
隈
度
の
改
訂

銀
行
券
発
行
保
証
物
件
の
保
証
充
当
限
度
は
、
問
和
二
十
七
年
十
三
月
以
降
総
額
七
、
五

O

O
億
円
(
対
民
間
関
係
四
、
四

O
O億
円
、
対
政
府
関
係
一二
、
一

O
O億
円
)
に
揃
世
か
れ
て
い

る
が
、
そ
の
内
対
民
間
関
係
で
は
木
行
貸
出
の
収
縮
を
反
映
し
限
度
に
余
裕
を
生
ず
る
一
方
、

対
政
府
関
係
で
は
頃
来
の
財
政
撒
起
傾
向
哨
大
に
伴
い
特
に
年
末
の
銀
行
券
増
発
に
際
し
限
度

の
不
足
を
生
ず
る
懸
念
が
強
い
の
で
、
今
般
総
制
は
拘
置
の
ま
L
(
銀
行
券
発
行
限
度
玉
、

一
O

O
億
円
も
同
様
据
世
〉
そ
の
内
訳
に
お
い
て
対
民
間
関
係
は
六
O
O億
円
減
の
一
一
一
、
八

O
O億

円
に
、
対
政
府
関
係
は
六
O
O億
円
増
の
三
、
七

O
O億
円
に
夫
々
改
訂
さ
れ
、
十
ご
月
三
十

二
日
よ
り
実
施
さ
れ
た
。

【間
和
二
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
】

昭
和
三
十
年
分月

第
一
・
四
半
期
に
お
け
る
高
率
適
用
手
続
の
調
整
率
決
定

第
一

・
四
半
期
に
お
け
る
高
率
適
用
手
続
の
制
盤
率
は
当
四
半
刷
の
七
O
銘
よ
り
六
O
%に



引
下
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
た
の
は
、
附
第
一

・
四
半
期
の
財
政
資
金
の
撒
超
が
相
当
見
込
ま
れ

る
こ
と
、
同
現
行
調
整
率
を
据
世
ぐ
場
合
取
引
先
の
限
度
額
は
預
金
及
び
自
己
資
本
の
増
加
等

か
ら
若
干
の
自
然
増
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
等
を
考
慮
し
頃
来
の
金
融
引
締
方
針
を
継
続
す
る
趣

旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

【
昭
和
三
十
年
三
月
二
十
五
日
】

五

月

昭
和
三
十
年
度
購
繭
手
形
に
対
し
暫
定
的
に
ス
タ
ン
プ
手
形
制
度
の
適
用

昭
和
三
十
生
糸
年
度
に
お
い
て
器
械
生
糸
製
造
業
者
、
蚕
種
製
造
業
者
及
び
輸
出
玉
糸
指
定

製
造
業
者
が
振
出
す
鵬
繭
手
形
に
対
す
る
ス
タ
ン
プ
手
形
制
度
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
現
在
生

糸
の
輸
出
振
興
に
つ
い
て
政
府
首
め
業
界
が
努
力
中
で
あ
る
こ
と
等
の
諸
般
の
事
情
も
考
慮
の

上
、
暫
定
的
に
現
行
同
様
の
取
扱
方
に
よ
り
こ
れ
を
認
め
る
と
と
L
な
っ
た
。

【
昭
和
=
一
十
年
五
月
六
日
M

鉄
鋼
原
料
及
び
皮
革
に
対
す
る
輸
入
物
資
引
取
資
金
関
係
ス
タ
ン
プ
手
形
の
暫
定
措
置
の
取
止

昨
年
三
月
輸
入
物
資
引
取
資
金
関
係
ス
タ
ン
プ
手
形
の
廃
止
に
際
し
、
鉄
鋼
原
料
関
係
分
及

び
皮
革
関
係
分
に
つ
い
て
は
暫
定
措
置
と
し
て
ス
タ
ン
プ
手
形
の
取
扱
合
認
め
て
き
た
が
、
今

般
右
の
措
躍
を
附
鉄
鋼
原
料
関
係
に
つ
い
て
は
最
近
で
は
本
制
度
が
刺
用
さ
れ
て
い
な
い
と

と
、
例
皮
革
関
係
に
つ
い
て
は
瞥
定
措
置
を
認
め
た
理
由
で
あ
っ
た
中
小
業
者
の
利
用
が
少
い

と
と
等
の
事
情
に
も
鑑
み
、
こ
の
際
金
融
正
常
化
を
推
進
す
る
趣
旨
か
ら
六
月
三
十
日
ス
タ
ン

プ
抑
捺
依
頼
分
限
り
取
止
め
る
こ
と
L
な
っ
た
。

【
昭
和
三
十
年
五
月
六
白
】

-L‘ 
ノ¥

月

第
二

・
四
半
期
に
お
け
る
高
率
適
用
手
続
の
調
整
率
決
定

第
二
・
四
半
期
に
お
け
る
高
率
適
用
手
続
の
調
控
率
は
当
四
半
期
の
六

O
銘
よ
り
五
五
%
に

引
下
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

右
は
付
第
二
・
四
半
期
の
財
政
資
金
は
例
年
と
呉
り
相
当
の
撒
趨
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
口

現
行
調
整
率
を
据
世
〈
場
合
取
引
先
の
限
度
額
は
預
金
及
び
自
己
資
本
の
増
加
等
か
ら
若
干
の

自
然
増
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
等
を
考
慮
し
頃
来
の
金
融
引
締
方
針
を
継
続
す
る
趣
旨
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

【
附
利
一
一一十
年
六
月
二
十
五
日
】

総
務
部
知
信

昭

和

三

十

年

分

短
資
取
引
担
保
登
録
社
債
等
代
用
証
書
制
度
の
実
施

短
資
取
引
担
保
中
に
占
め
る
金
融
債
、

公
社
債
券
及
び
適
格
社
債
(
以
下

「社
債
等
」
と
い

う
〉
の
剖
合
は
逐
年
増
加
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
が
、
右
社
債
等
は
現
物
で
あ
る
た
め
取
扱
上

甚
だ
不
便
に
し
て
危
険
を
伴
い
市
場
取
引
の
担
保
と
し
て
は
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
く
、

一
方

登
録
社
債
等
そ
の
も
の
で
は
、
手
続
上
短
資
取
引
担
保
と
し
て
使
用
し
難
い
の
で
今
般
登
録
社

債
等
に
つ
い
て
も
登
録
圃
債
の
場
合
と
同
品
、
代
用
証
書
制
度
を
設
け
る
こ
と
と
な
り
、
短
資

取
引
担
保
登
録
社
債
等
代
用
証
書
取
扱
手
続
及
び
煩
資
取
引
担
保
登
録
社
債
等
代
用
証
書
規
程

を
制
定
し
て
六
月
二
十
日
か
ら
実
施
し
た
。

な
お
、
指
定
登
録
社
債
等
は
差
当
り
電
信
電
話
債
券
(
受
益
者
引
受
分
を
除
〈
)
並
び
に
鉄
道

債
券
と
し
、
右
債
券
の
登
録
機
関
を
兼
ね
て
い
る
日
本
興
業
銀
行
を
代
用
証
書
発
行
銀
行
と
し

て
認
め
る
こ
と
と
し
た
q

木
制
度
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

付
本
行
の
認
め
た
銀
行
ハ
社
債
等
登
録
機
関
を
兼
ね
た
銀
行
)
が
信
託
法
に
よ
る
信
託
の
受
託

者
と
な
っ
て
、
委
託
者
と
し
て
の
参
加
業
者
〈
発
行
銀
行
の
申
出
に
よ
り
営
業
局
、が
認
め
た

も
の
|
銀
行
、
短
資
業
者
等
〉
か
ら
登
録
社
般
等
の
信
託
譲
渡
を
受
け
、
と
れ
を
見
合
に
短

資
取
引
担
保
登
録
社
債
等
代
用
証
書
(
無
記
名
式
)
を
発
行
す
る
。

口
右
代
問
一
証
替
は
参
加
業
者
相
互
間
の
コ
l

ル
担
保
と
し
て
使
用
さ
れ
、
又
本
行
は
こ
れ
を

担
保
と
し
て
原
登
録
社
債
等
と
阿
一
の
取
扱
を
す
る
。

同
発
行
銀
行
は
代
用
証
書
所
持
人
(
参
加
業
者
〉
又
は
代
用
証
惑
を
担
保
と
し
て
徴
求
し
て
い

る
木
行
の
諮
求
が
あ
る
場
合
に
は
本
証
書
と
引
換
に
証
書
面
記
載
の
登
録
社
債
等
を
譲
渡
す

る。

【
昭
和
三
十
年
六
月
二
十
五
日
】

(

参

東

京

市

場

コ

l
ル
担
保
別
内
訳
(
五
月
末
残
高
)
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付

録

七

月

日
米
余
剰
農
産
物
協
定
実
施
に
伴
う
為
替
取
引
の
方
法
及
び
圏
内
金
融
措
置

「
農
産
物
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
」
に
つ
い
て
は
、
五
月
三
十

一
日
調
印
六
月
二
十
五
日
国
会
の
京
認
を
得
て
公
布
の
運
び
と
な
っ
た
が
、
こ
の
ほ
ど
と
の
協

定
実
施
に
伴
う
為
替
取
引
の
方
法
及
び
国
内
金
融
措
置
が
大
要
次
の
通
り
決
定
し
た
。

付
為
替
取
引
方
法

ィ
、
日
木
政
府
は
、
米
国
農
務
省
よ
り
発
給
准
受
け
た
前
品
別
の
買
付
京
秘
書
(
パ

l
チ
エ

ス
・
オ
l
ソ
リ
ゼ
イ
シ
ヨ
ン
)
に
ぷ
一き
、
業
者
に
対
し
サ
プ

・
パ
l
チ
ェ
ス

・
オ
l
ソ
リ

ゼ
イ
シ
ヲ
ン
を
交
付
し
、
業
者
は
そ
の
条
件
に
従
っ
て
協
定
に
基
〈
輸
入
を
行
う
。

ロ
、
本
行
は
、
政
府
の
代
理
人
と
し
て
、
米
間
農
務
特
商
品
AW.
融
会
社
(
C
・
C
-
C)に
対

し
レ
タ
1
・
オ
ブ

・
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
〈
米
国
側
銀
行
が
買
取
っ
た
輸
出
手
形
を
的
過
す

る
旨
の
支
払
示
諾
笹
)
な
信
用
状
闘
世
銀
行
の
品
仰
望
す
る
米
国
側
銀
行
宛
発
給
す
る
よ
う

申
請
す
る
。

ハ
、
米
凶
側
銀
行
は
輸
出
業
者
の
振
出
し
た
一
覧
払
手
形
を
買
取
っ
て

C
・
C
-
C
よ
り
償

還
を
受
け
、
と
の
旨
の
ア
ド
バ

イ
ス
を
添
え
て
船
秘
悲
類
を
信
用
状
附
設
銀
行
に
送
付
す

る。
-
一
、
信
附
状
開
設
銀
行
は
、
船
秘
書
類
と
引
換
に
輔
入
染
者
よ
り
円
貨
を
徴
収
し
、
本
行
に

設
け
ら
れ
る
米
国
政
府
勘
定
に
制
引
立
て
る
。

同
輸
入
金
融
措
置

ィ
、
食
糧
及
び
綿
花
輸
入
に
対
す
る
輸
入
決
済
手
形
制
度
の
適
用

食
制
ハ
小
麦
、
大
変
及
び
米
)
並
び
に
糾
花
(
ロ
、
に
よ
る
弗
円
ス
ワ
ッ
プ
の
令
融
を
受

け
て
い
な
い
も
の
)
の
輸
入
に
つ

い
て
は
次
に
よ
り
輸
入
決
済
手
形
制
度
の
適
用
を
認
め

る
こ
と
と
な
っ
た
。

川
手
形
金
制

C
・
C
-
C
の
償
泣
金
制
ル
丸
山
定
の
為
替
相
場
(
外
国
為
替
公
認
銀
行

の
電
信
先
相
場
)
に
よ
り
換
算
し
た
命
舶
の
純
凶
内
。

制

確

認

資

料

イ

ン

ボ
イ
ス
写
説
び
に

C
・
C
-
C
よ
り
償
過
が
あ
っ
た
旨
の
米
国
側

銀
行
よ
り
の
ア
ド
バ
イ
ス
写
又
は
こ
れ
ら
の
夜
明
を
記
載
し
た
部
類
。

ロ
、
綿
花
の
輸
入
に
対
す
る
卯
刊
ス
ワ
ッ
プ
の
実
施

為
替
銀
行
が
輸
入
綿
花
の
船
秘
的
W
矧

ρ引
取
資
金
を
輸
入
業
者
に
融
資
す
る
た
め
そ
の

六
回

保
有
す
る
米
州
資
金
を
も
っ
て
本
行
に
対
し
弗
円
ス
ワ
ッ
プ
(
弗
の
現
売
先
貿
)
取
引
の
出
甲

山
が
あ
っ
た
場
合
に
は
本
行
は
次
の
要
領
に
よ
り
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
?
と
な
っ
た
。
な
お

為
替
銀
行
が
本
件
取
引
の
た
め
そ
の
保
有
外
貨
に
不
足
を
生
ず
る
場
合
は
別
途
外
国
為
替

資
金
特
別
会
計
か
ら
預
入
米
弗
資
金
の
増
額
を
受
け
う
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

川刊

金
制酬は
輸
入
業
者
の
所
要
引
取
資
金
の
範
囲
内
に
お
い
て
必
要
最
小
金
額
と
す
る
こ

、と。

判
期
間
は
九
十
H
以
内
の
必
.
裂
最
短
期
間
と
す
る
こ
と
。

川
本
行
の
現
日
相
場
は
基
準
外
国
為
替
相
場
と
し
、
先
完
相
場
は
ス
ワ
ッ
プ
則
聞
に
対

し
年
利
=
了
豆
沼
の
制
で
算
定
し
た
金
額
を
布
の
現
買
相
場
に
加
算
し
た
相
場
と
す
る

L
F

」

L
』
。

同
門
木
件
輸
入
業
者
の
負
担
が
米
州
ユ
ー
ザ
ン
ス
に
よ
る
綿
花
輸
入
の
場
合
と
概
ね
同

一

と
な
る
よ
う
本
行
に
お
い
て
為
替
銀
行
を
指
導
す
る
こ
と
。【附

和
三
十
年
七
月
十
五
H
M

八

月

公
定
歩
合
の
変
更
及
び
高
率
適
用
手
続
の
法
廃

最
近
に
お
け
る
金
融
情
勢
に
鑑
み
、
本
行
金
利
体
系
を
正
常
化
し
て
公
定
歩
合
を
主
軸
と
す

る
金
融
制
盤
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
短
資
市
場
金
利
、
市
中
貸
出
令
刺
の
自
然
的
低

下
翁
を
更
に
一
段
と
促
進
す
る
趣
旨
か
ら
公
定
歩
合
の
変
更
及
び
高
官
中
適
問
手
続
の
改
廃
を
そ

れ
ぞ
れ
入
月
十
日
五
び
八
月
十
七
日
か
ら
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
要
旨
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

付

公

定

歩

合

前
記
の
趣
旨
に
よ
り
、
新
公
定
歩
合
は
取
引
先
預
金
コ
ス
ト
の
平
均
よ
り
は
和
両
日
に
、

又
市
中
A
M
刺
と
は
概
ね

一
一
血
順
鞘
で
且
つ
挺
米
の
木
行
貸
出
失
効
金
刺
が
略
据
耐
か
れ
る
よ

う
な
制
に
定
め
ら
れ
た
。
新
品
州
中
胡
引
歩
合
及
び
貸
付
利
子
歩
合
は
決
の
迎
り
。

ィ
、

附

業

手

形

制

引

歩

合

制

歩

二

戯

(

四

郎

引

上

)

ロ

、

輸

出

前

貸

手

形

制

引

歩

合

日

歩

.

銭

六

臨

(

抑

世

)

ハ
、
輸
出
前
貸
手
形
を
担
保
と
す
る
貸
付
利
子
歩
合
日
歩
.
鍛
七
厘
以
上
(
概
俗
)

ニ
、
輸
入
決
済
手
形
又
は
輸
入
運
賃
手
形
を
担
保
と
す
る
貸
付
制
子
歩
合

H
歩
二
銭
以
上
〈
三
座
引
上
)



ホ
、
国
債
若
く
は
特
に
指
定
す
る
地
方
債
、
社
債
そ
の
他
の
債
券
又
は
農
業
手
形
を
担
保
と

す
る
貸
付
利
子
歩
合

日
歩
二
銭
一

一埋
以
上
(
=一
一毘
乃
至
四
厘
引
上
)

て
そ
の
他
の
も
の
を
担
保
と
す
る
貸
付
刺
子
歩
合

日
歩
二
銭
二
厘
以
上
(
図
厚
乃
至
五
座
引
上
〉

ト
、
当
座
貸
越
刺
子
歩
合
日
歩
二
銭
一
一
一
厘
〈
二
厘
引
上
)

(
経
過
措
置
)
農
林
中
央
金
庫
に
対
す
る
木
年
度
農
業
手
形
担
保
貸
付
利
子
歩
合
は
現
行
通

り
日
歩
一
銭
八
周
を
据
置

高
率
適
用
手
続

前
記
の
趣
旨
に
よ
り
従
来
の
金
融
制
盤
を
主
眼
と
す
る
制
度
よ
り
個
別
的
例
外
的
に
適
用

さ
れ
る
制
度
に
改
め
ら
れ
た
。

新
手
続
の
内
容
は
次
の
通
り
。

ィ
、
適
用
先
銀
行
〈
信
託
銀
行
を
含
む
)

ロ
、
手
続
適
用
貸
出
輸
出
前
貸
手
形
以
外
の
手
形
の
剖
引
及
び
輸
出
前
貸
手
形
、
輸
入

決
済
手
形
文
は
輸
入
運
賃
手
形
以
外
の
も
の
を
担
保
と
す
る
手
形
貸
付

ハ
、
適
用
高
率
所
定
の
方
式
に
よ
り
取
引
先
に
対
す
る
最
低
歩
合
適
用
限
度
額
及
び
第

一
次
高
率
適
用
限
度
額
を
定
め
(
従
来
は
預
金
及
び
自
己
資
本
を
基
準
と
し
と
れ
に
資
産

運
用
而
を
掛
酌
し
て
決
定
し
て
来
た
が
新
制
度
で
は
取
引
先
の
運
用
資
産
の
健
全
化
を
促

進
す
る
趣
旨
か
ら
実
質
的
流
動
資
産
を
基
準
と
す
る
と
と
に
改
め
ら
れ
た
。
)
最
低
歩
合
適

用
限
度
額
を
超
え
る
貸
付
に
対
し
て
は
第

一
次
高
率
(
最
低
歩
合
の
各
二
厘
高
〉
を
、
文
第

一
次
高
率
適
用
限
度
額
を
趨
え
る
貸
付
に
対
し
て
は
第
二
次
高
率
(
最
低
歩
合
の
各
四
座

高
)
を
適
用
す
る
。
而
し
て
新
手
続
に
よ
る
最
低
歩
合
適
用
限
度
額
は
従
来
の
同
限
度
額

に
比
し
著
し
〈
拡
大
さ
れ
る
の
で
今
後
高
率
の
適
用
は
個
別
的
例
外
的
な
も
の
と
な
る
。

な
お
、
新
手
続
で
は
適
用
先
か
ら
南
中
が
除
外
さ
れ
、
輸
入
決
諸
手
形
及
び
輸
入
運
賃
手

形
を
担
保
と
す
る
貸
付
が
新
た
に
手
続
適
用
対
政
外
と
な
り
、
亦
前
中
、
興
銀
、
勧
銀
、
北

拓
に
対
す
る
中
小
企
業
金
融
関
係
別
枠
融
資
等
現
行
の
高
率
適
用
減
免
措
置
は
八
月
十
六
日

限
り
い
ず
れ
も
廃
止
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
。

【昭
和
三
十
年
λ
月
十
五
日
】

(斗

九

月

歩
積
、
両
建
預
金
自
粛
措
置
の
強
化

全
国
銀
行
協
会
連
合
会
に
お
い
て
は
先
般
来
大
蔵
省
の
申
入
れ
に
基
き
、

現
行
歩
積
、

両
建

総
務
部
短
信

昭
和
三
十
年
分

預
金
自
粛
措
世
の
強
化
策
と
し
て
付
過
当
な
る
歩
積
、
両
建
預
金
の
廃
止
に
つ
い
て
具
体
的
基

準
を
明
示
す
る
と
と
口
金
利
自
粛
措
置
の
強
化
を
図
る
こ
と
等
の
点
に
つ
い
て
検
討
中
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
ほ
ど
従
来
の
申
合
せ
に
改
正
を
加
え
十
月

一
日
か
ら
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

改
正
の
主
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

付
定
期
預
金
、
定
期
税
金
担
保
の
手
形
貸
付
に
つ
き
当
該
預
金
等
の
期
日
が
到
来
し
た
場
合

は
原
則
と
し
て
貸
付
金
と
相
殺
す
る
こ
と
。
〈
新
措
置
〉

伺
貸
出
の
内
入
金
は
速
か
に
貸
出
金
の
回
収
に
充
当
す
る
こ
と
。
(
従
来
は
預
A
況
に
受
入
れ

を
認
め
、
そ
の
場
合
金
利
の
自
粛
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
)

同
歩
硝
預
金
の
集
積
限
度
は
債
務
者
の
信
用
上
や
む
を
得
な
い
も
の
を
除
き
割
引
残
高
の
一

O
%と
す
る
こ
と
。
(
従
来
は
凡
そ
制
引
残
高
の

一
O
%
と
し
、
こ
の
限
度
を
超
え
た
部
分

は
必
要
に
応
じ
解
肱
す
る
か
、
限
度
超
過
部
分
に
対
す
る
手
形
割
引
金
利
宣
約
定
金
制
よ
り

三
厩
以
上
引
下
の
措
置
を
講
ず
れ
ば
よ
い
こ
と
と
な
っ
て
い
た
J

こ
の
限
皮
肉
で
あ
っ
て
も
債
務
者
の
希
望
が
あ
れ
ば
事
情
勘
案
の
上
で
お
む
得
る
限
り
歩
税

預
金
の
払
民
し
に
応
ず
る
と
と
。
〈
新
措
置
)

又
歩
職
制
間
金
に
見
合
う
部
分
の
手
形
割
引
金
利
は
約
定
金
利
よ
り
一一
一
一
腿
以
上
引
下
げ
る
こ

と
。
(
新
措
置
)

例
預
金
担
保
の
手
形
貸
付
金
利
を

ィ
、
貸
付

一
件
一

O
O
万
円
を
超
え
る
も
の
日
歩

一
銭
七
厘
以
下

ロ

、

手

以

下

の

も

の

手

一
銭
八
厘
以
下

に
改
め
る
こ
と
。
(
従
来
は
金
額
の
如
何
に
拘
ら
ず
凡
そ
H
歩
一
銭
入
厘
以
下
)

同
当
局
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
歩
積
、
両
建
預
金
の
状
況
を
何
時
で
も
報
告
で
き
る
よ
う
な
措

置
を
誹
ず
る
こ
と
。
(
新
措
置
〉

【昭
和
三
十
年
九
月
ご
十
六
日
】

融
資
自
主
規
制
委
員
会
の
融
資
規
制
方
針
改
訂

融
資
自
主
規
制
委
員
会
に
お
い
て
は
、
最
近
に
お
け
る
諸
般
の
情
勢
に
鑑
み
、
不
要
不
急
融

資
を
抑
制
し
て
行
く
従
来
の
方
針
を
堅
持
す
る
一
方
、
緊
要
産
業
に
対
す
る
資
金
の
確
保
に
資

せ
ん
と
す
る
趣
旨
か
ら
融
資
規
制
に
関
す
る
従
来
の
方
針
を
大
蝶
次
の
通
り
改
訂
し
た
。

ハ
門
不
製
不
急
融
資
の
抑
制

不
要
不
急
資
金
(
ピ
ル
、
興
業
用
地
物
の
建
敵
等
の
資
金
、

娯
楽
、
脊
修
、

。サ
1
ヴ
イ
ス

閥
係
資
金
、
思
惑
資
金
及
び
投
機
資
金
)
に
つ
い
て
は
従
来
週
り
の
抑
制
措
置
を
講
ず
る
こ

、と。

ノ、
四



付

録

設
備
資
金
の
融
資
に
つ
い
て

従
来
は
、
新
規
の
設
備
資
金
の
貸
出
村
原
則
と
し
て
行
わ
ず
、
た
だ
緊
急
や
む
を
得
な
い

と
認
め
ら
れ
る
資
金
に
つ
い
て
の
み
こ
の
例
外
と
し
て
い
た
が
、
今
後
は
国
際
収
支

の
改

善
、
国
内
自
給
度
の
向
上
の
た
め
必
要
不
可
欠
な
資
金
は
、
政
府
当
局
の
基
本
方
針
等
も
勘

案
の
上
過
剰
投
資
、
三
重
投
資
と
な
ら
な
い
範
囲
で
銀
行
の
職
能
に
応
じ
自
主
的
に
考
慮
す

る
こ
と
。
〈
新
措
置
〉

同
運
転
資
金
の
融
資
に
つ
い
て

従
来
の
抑
制
方
針
を
継
続
し
、
設
備
資
金
融
資
に
謀
、
曾
必
要
と
認
め
ら
れ
る
運
転
資
金
に

つ
い
て
も
、
必
.
挟
最
小
限
度
に
と
ど
め
る
と
と
。

同
中
小
企
業
金
融
に
つ
い
て

中
小
企
業
の
金
融
円
消
化
に
資
す
る
た
め
、
輸
出
産
業
及
び
特
に
緊
要
と
認
め
ら
れ
る
産

業
以
外
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
用
途
が
不
.
致
不
訟
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
他
は
、
こ
の
際
育
成

し
得
る
も
の
に
つ
い
て
は
考
慮
す
る
こ
と
。

〈新
梢
世
〉

伺
地
方
公
共
団
休
に
対
す
る
融
資
の
抑
制

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
融
資
に
つ
い
て
は
、
従
来
週
り
真
に
緊
嬰
と
認
め
ら
れ
る
も
の

の
み
に
限
定
す
る
と
と
。

【
昭
和
三
十
年
九
月
二
十
六
日
】

伺

十

月

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
通
貨
表
示
期
限
付
輸
出
手
形
に
対
し
外
国
為
替
引
当
貸
付
制
度
を
適
用

本
邦
と
ド
イ
ツ
述
邦
共
和
国
と
の
問
の
輸
出
入
等
の
決
済
方
式
の
変
更
に
伴
い
ド
イ
ツ
述
邦

共
和
国
、
渦
貨
表
示
期
限
付
輸
出
手
形
(
一
-
一
ヶ
月
以
内
の
則
限
付
手
形
で
あ
っ
て
不
改
変
信
用
状

に
些
〈
も
の
に
限
る
)
に
つ
い
て
十
月
一

日
以
昨
外
国
為
替
引
当
貸
付
制
肢
を
適
用
し
、
そ
の

貸
付
利
子
歩
合
を
日
歩
一
銭
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
拡
来
の
ド
イ
ツ

・
日
本
判
別
訣
前
勘
定
訣
請
に
か
か
る
米
州
地
取
引
も
当
分
の
附
存
続

す
る
の
で
こ
の
取
引
に
よ
る
則
限
付
手
形
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
問
現
行
「
特
別
決
済
米
貨
輸

出
手
形
引
当
貸
付
」
を
存
世
適
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

【
附
和
三
十
年
十
月
五
日
】

農
林
中
央
金
庫
に
対
す
る
本
行
保
有
手
形
の
売
却

農
林
中
央
金
仰
の
余
祁
金
は
、
供
米
州
を
迎
え
、
大
盗
の
食
櫛
概
算
金
の
受
入
を
児
た
た
め

品
近
そ
の
増
勢
町
に
帯
し
く
、
加
う
る
に
一

一般
金
融
市
況
の
急
速
次
引
弛
み
も
あ
り
、
当
耐
通

話
の
迎
用
方
法
で
は
処
分
し
難
い
情
勢
に
立
至
っ
た
の
で
、

十
月
十
三
日
本
行
は
臼
歩
二
銭

六
四
回

を
も
っ
て
同
金
庫
に
対
し
昨
年
と
同
様
の
方
法
で
本
行
(
営
業
局
)
保
有
手
形
ニ

O
億
円
の
売

却
雀
U

(

短
信
二
十
九
年
十
月
十
五
日
付
参
照
)
を
実
施
し
た。

な
お
本
年
は
本
行
貸
出
の
著
減
に
よ
り
上
記
の
ご
と
き
保
有
手
形
売
却
を
多
額
に
実
施
す
る

こ
と
は
困
難
な
実
情
で
あ
る
。

(註
)

手
形
〈
手
形
貸
付
に
よ
り
差
入
を
受
け
た
約
束
手
形
又
は
割
引
手
形
)
売
却
の
白
か
ら

一
か
月
以
内
の

一
定
期
日
を
買
戻
期
日
と
す
る
買
戻
条
件
付
売
却。

【
昭
和
三
十
年
十
月
十
五
日
】

全
国
銀
行
協
会
連
合
会
に
投
融
資
受
員
会
を
設
置

全
国
銀
行
協
会
迎
合
会
に
お
い
て
は
最
近
に
お
け
る
金
融
情
勢
に
鑑
み
、
従
来
の
不
要
不
急

而
へ
の
融
資
の
抑
制
措
置
か
ら

一
歩
を
進
め
、
緊
要
な
方
面
へ
の
融
資
に
つ
き
可
能
な
限
り
自

主
的
且
つ
積
極
的
に
政
府
の
方
針
に
協
力
す
る
態
勢
を
整
備
す
る
た
め
、
十
月
十
日
の
理
事
会

に
お
い
て
次
の
迎
り
投
融
資
受
員
会
設
位
嬰
綱
を
決
定
即
日
発
足
し
た
。

付

名

称
ζ

の
委
員
会
は
全
国
銀
行
協
会
辿
合
会
投
融
資
委
員
会
と
い
う。

口

審

議

事
以

ィ
、
銀
行
の
重
要
産
業
向
投
融
資
方
針
の
決
定

ロ
、
政
府
の
投
融
資
計
聞
に
対
す
る
銀
行
と
し
て
の
意
見
の
収
纏
め

ハ
、
銀
行
の
行
う
投
融
資
と
財
政
投
融
資
と
の
調
整

ニ
、
各
種
債
券
等
の
消
化
方
針
の
決
定

ホ
、
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

決
定
事
項
に
し
て
、

用
事
会
の
示
認
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
各
行
に
お
い
て
積
極
的

に
協
力
す
る
は
勿
論
、

ζ
れ
が
成
巣
の
確
実
を
期
す
る
た
め
適
宜
の
措
慣
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

伺

機

柿

ィ、

受
員
会
の
桝
成
は
委
員
長
一
名
、
副
委
員
長
三
名
、
安
貝
若
干
名
、
大
路
省
及
び
日
本

組
行
よ
り
参
与
各
一
名
と
し
、
月
一

回
定
例
委
員
会
を
削
催
す
る
ほ
か
、
必
裂
に
応
じ
臨

時
に
費
負
会
を
開
催
す
る
。

ロ
、
木
委
員
会
の
下
部
機
桝
と
し
て
幹
事
会
を
設
け
、
制
査
研
究
乃
至
は
立
案
に
あ
た
ら
せ

る。

【
昭
和
三
十
年
十
月
十
五
円
】



十

月

本
行
所
有
国
債
の
売
却
操
作
実
施

最
近
の
金
融
情
勢
は
財
政
資
金
の
大
幅
撒
超
等
か
ら
市
中
に
多
額
の
余
資
を
生
じ
て
お
り
市

場
の
な
だ
ら
か
な
正
常
化
を
期
す
る
と
共
に
金
融
機
関
に
対
し
支
払
準
備
と
し
て
の
余
資
運
用

の
願
使
を
図
る
た
め
に
は
本
行
所
有
証
券
等
の
売
却
操
作
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
政
府

短
期
証
券
の
完
却
は
金
利
の
点
で
困
難
で
あ
る
の
で
当
面
年
末
迄
の
臨
機
の
措
置
と
し
て
、
次

に
よ
り
本
行
所
有
長
期
間
債
の
賀
民
条
件
付
売
却
に
応
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。

な
お
本
件
売
却
は
銀
行
等
の
依
頼
に
よ
り
受
動
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
外
国
為
替

引
当
貸
付
以
外
の
木
行
貸
出
残
高
が
め
る
場
合
は
原
則
と
し
て
売
応
じ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い

る。口付

売

却

先

銀

行

及

び

金

即

売
却
方
針
国
債
売
却
の
依
頼
の
あ
っ
た
場
合
は
依
頼
先
の
資
金
繰
等
を
勘
繰
し
、
そ

の
可
否
及
び
売
却
金
額
を
決
定
す
る
。

売
却
国
債
の
種
類
五
分
半
剃
国
時
拙
券
、
担
し
発
行
側
格
が
額
面
一

O
O円
に
つ
き

九
六
円
の
も
の
に
限
る
。

売
却
価
格
額
而
価
額
よ
り
未
経
過
日
数
に
応
じ
た
償
還
差
益
相
当
額
を
控
除
し
た
額

と
し
、
償
還
差
益
相
当
額
は
額
面
一

O
O円
に
つ
き
一
日
当
り

0
・
一
五
六
五
銭
と
す

る。

伺{同伺

買

民

売

却

先

よ

り

売

艮

方

申

出

が

あ

り
、
売
却
先
の
資
金
繰
上
必
要
や
む
を
得

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
同
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
価
格
に
よ
り
買
戻

す
も
の
と
す
る
。
但
し
買
戻
期
間
は
年
内
と
す
る
。
(本
件
売
却
国
債
は
短
期
の
コ
l

ル

資
金
と
の
競
合
を
避
け
る
趣
旨
も
あ
り
概
ね

一
か
月
程
度
と
れ
を
保
有
す
る
こ
と
を
目
安

と
す
る
)

先
買
単
位

肘

売
却
又
は
't( 
民
の
金
額
は
額
面

O 
O 

M -1: 

昭 信

和平
干管fz 
月
'卜
五
日
~ 

公
定
歩
合
改
訂
後
の
コ

l
ル
市
場
の
動
向

本
行
公
定
歩
合
改
訂
、
高
率
適
用
制
度
改
廃
及
び
市
場
レ
l
ト
指
導
の
撤
廃
以
後
に
お
け
る

コ
l
ル
市
場
は
、
財
政
資
金
の
大
幅
撒
趨
忍
び
資
金
需
要
の
低
捌
等
に
伴
う
市
中
銀
行
資
金
繰

の
緩
和
乃
至
安
定
化
を
映
じ
て
軟
化
を
統
け
、

総

務

部

短

信

昭

和

三

十

年

分

付
東
西
両
市
場
の
資
金
残
高
は
漸
増
〈
八
1
十
月
中
二
O
七
億
円
増
)
し
て
十
月
末
に
は
六
五

O
億
円
と
前
年
同
期
の
二
倍
以
上
に
達
し
、
更
に
十

一
月
十
日
に
は
八
五
九
億
円
と
従
来
の

記
録
を
大
幅
に
更
新
し
た
。

(
単
位
億
円
)

東

京

市

場

大

阪

市

場

合

計

七

三
O
二

一

四

一

四

四

三

八

三

五

二

二

二

七

四
八
九

九

一

一一
六

四

一

一
二

凶
八
王

十

四

八

一

一
六
九

六
五

O

〈前
年
十
月
末

)

(

二

一一
一

七

〉

(

八

一

一

一

)

(

三

二

O
)

十

一

月

十

日

六

一

回

二
四
五

入

五

九

同

市

場

の
大
勢
は
特
に
取
手
側
大
銀
行
の
資
金
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
安
定
化
な
映
じ
て
従
来
の
出

手
市
場
か
ら
取
手
市
場
に
移
行
、
コ
ー
ル
レ
ー
ト
は
十
月
上
何
以
降
低
下
を
統
け
、
コ
ー
ル

ロ
l

ン
本
来
の
支
払
準
備
的
性
格
を
櫨
化
し
た
が
、
こ
の
間
の
事
情
を
条
件
別
に
見
る
に
、

ィ
、
翌
日
物
に
つ
い
て
は
、
需
給
の
ま
に
ぎ
に
変
動
す
る
性
格
が
強
〈
、
戦
前
の
よ
う
に
最

低
放
出
レ
l
ト
の
協
定
が
な
い
際
と
て
市
況
の
繁
闘
に
応
じ
て
最
低
日
歩
三
座
か
ら
最
高

日
歩

一
銭
六
厘
の
聞
に
お
い
て
大
幅
に
変
動
し
、

ロ
、
単
純
無
条
件
物
及
び
月
越
物
に
つ
い
て
は
、
順
調
に
低
下
し
て
最
近
で
は
単
純
無
条
件

物
日
歩
一
銭
六
厘
月
越
物
日
歩
一
銭
八
厘
中
心
程
度
と
か
な
り
の

落
着
き
を
見
せ
て
い

る。

月

末

， 
" 

， 
i 

， 
j 

(
東
京
市
場

単
位
日
歩
銭
〉

日

物

十

月
〆〆

一

翌

物

一
単

純

無

条

件

物

一

月

越

府吊刈
一最
削
同
国
閣
ぽ
凶
団
団

一
7
8
一
-
・
8
一
了
金

τ
企

て
九O
一-一・0
0
一一一
-
一
4
2
z二
一
--z

一
0
・内

0
・
8
一
7
8
a了
重
一

・主

7
8
一
一・金

子

宮

ニ

-g

二

・
8
二
・
5
二

・
8
こ
・室
一
・金

て
お
・
-
・主

-一
・8
-一-
一。

一
0

・
8
一
。
・
8
二
・
8
二
・問

2
7
t
τ
八O
二

・主

-
・
8

7
金

一
0

・乏
一
丘
一
・品
川
岸
一
・与

え

一
-i
了八
三

・色

上

匂

宋

中

何

世

下

勾

央

月

上

何

末

中

何

r
y

【
昭
和
三
十
年
十
一

月
二
十
?な
H
M

六
回
王



N 

録

十

二

月

銀
行
券
発
行
保
証
充
当
限
度
の
改
訂

銀
行
券
発
行
保
証
充
当
限
度
は
、
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
以
降
総
額
七
、
五
O
O億
円
、
内

対
民
間
凶
係
三
、
八

O
O億
円
、
対
政
府
閥
係
三
、
七

O
O億
円
に
据
憶
か
れ
て
い
た
が
、
対

民
間
関
係
限
度
は
木
行
貸
出
の
順
調
な
収
縮
を
映
じ
限
度
に
余
裕
を
生
ず
る
一
方
、
対
政
府
関

係
限
度
は
財
政
撤
超
の
増
大
、
就
中
供
米
の
噌
問
、
食
管
会
計
借
入
限
度
の
大
幅
引
上
げ
に
よ

る
食
糧
証
券
の
増
発
か
ら
本
行
保
有
国
債
の
累
増
が
見
込
ま
れ
、
充
当
物
件
・
績
を
著
し
〈
下
廻

り
、
特
に
年
末
の
銀
行
券
増
発
に
際
し
限
度
不
足
を
来
た
す
こ
と
は
必
至
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
今
般
限
度
総
額
は
据
躍
の
ま
L
対
民
間
関
係
は
て
五

O
O億
円
減
の
ご
、

一二
O
O億
円

に
、
対
政
府
関
係
は

一
、
五

O
O億
円
増
の
玉
、
ニ
O
O儲
円
に
夫
々
改
訂
さ
れ
、
十
二
月
十

二
日
よ
り
実
施
さ
れ
た
。
な
お
銀
行
券
発
行
限
度
は
五
、

一
O
O億
円
に
拐
置。

円
昭
和
三
十
年
十
二
月
十
五
日
】

本
行
所
有
政
府
短
期
証
券
の
売
却
実
施

今
後
の
金
融
情
勢
に
対
処
し
市
場
資
金
の
制
節
を
図
る
た
め
、
本
支
居
に
お
い
て
、
本
年
末

よ
り
現
行
の
長
期
間
債
の
克
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
(
短
幅
十
一
月
十
京
日
付
易
問
)
に
代
え
、
次
の

要
領
に
よ
り
木
行
所
有
政
府
短
期
証
券
の
兜
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

付

売

却

先

銀
行
、
合
庫
、

そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
先
。

同
売
却
金
額
売
却
の
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
は
、
依
頼
先
の
資
金
繰
等
を
勘
案
の
上
、
そ
の

可
否
及
び
売
却
金
額
を
決
定
す
る
こ
と
。

売
却
政
府
姫
川
証
券
の
駆
類
食
抑
制
証
券
及
び
外
国
為
替
資
金
証
券
。

売
却
方
針
及
び
児
止
期
間
売
却
に
当
つ
て
は
、
原
則
と
し
て
悩
逝
川
目
前
一

O
Uを
苑

止
朋
聞
と
す
る
こ
と
。

賀
民
売
却
後
償
還
期
日
ま
で
保
有
さ
せ
る
こ
と
を
建
前
と
す
る
が
、
売
却
先
の
資

金
繰
上
己
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
売
却
日
以
後
一
週
間
を
経
過
し
た
後

に
限
り
民
民
に
応
じ
得
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

売
買
に
適
用
す
る
側
引
歩
合
口
歩
一
俄
五
.
出
。

売
買
単
位
売
却
又
は
賀
民
の
金
制
は
紙
面
百
万
円
単
位
と
す
る
こ
と
。

【
昭
和
三
十
年
十
二
月
二
十
六
日
】

(三)(v.!i) 伺同(刈

六
四
六

明
年
度
に
お
け
る
農
業
手
形
制
度
の
実
施

農
業
手
形
制
度
に
つ
い
て
は
最
近
に
お
け
る
農
家
経
済
の
好
転
、
系
統
機
関
の
資
力
の
増

進
、
特
に
本
年
に
お
け
る
豊
作
等
の
事
情
に
鑑
み
、
予
ね
て
そ
の
存
続
の
要
否
に
つ
き
検
討
中

の
処
、
北
海
道

・
東
北
地
方
等
農
手
別
用
度
の
高
い
地
方
の
農
家
及
び
系
統
機
関
の
実
情
等
に

鑑
み
、
明
年
度
も
引
続
き
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
実
施
に
当
つ
て
は
そ
の
適
正
利

用
に
つ
き
本
年
度
の
制
度
運
用
上
の
指
導
要
領
(
短
信
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
付
参

照
〉
を
出
林
中
金
等
の
指
導
に
よ
り
吏
に
一
一
回
徹
底
強
化
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
出
手
制
度
に
よ
る
市
中
貸
出
金
利
に
つ
い
て
は
、
従
来
各
段
階
別
に
そ
の
最
高
限
広
を

本
行
が
指
導
し
て
来
た
が
、
明
年
肢
は
農
協
及
び
小
売
業
者
の
貸
出
金
利
に
限
り
、
日
歩
ご
銭

五
厘
以
内
と
し
て
出
来
る
だ
け
そ
の
低
下
を
図
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
と
し
、
系
統
機
関
内
に

お
け
る
貸
出
金
刺
及
び
銀
行
の
小
売
業
者
に
対
す
る
貸
出
金
刺
に
つ
い
て
は
自
主
的
決
定
に
委

ね
る
ζ
と
と
し
た
。

【
昭
和
三
十
年
十
二
月
二
十
六
日
M


